
「令和8年度脱炭素型ライフスタイル構築に向けたキャンペーン事業業務委託」企画提案に係る質問と回答

番号 質問 該当箇所 回答
1 ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）のうち、

①事業者との連携イベント 及び ④気候変動適応策に関す
るセミナー は、単一企画が同時に両要件を満たすケース
があり得ると考えますが、いかがでしょうか。また、その
認識が正の場合、両要件を同時に満たす単一企画を実施す
ることで、①④の企画・運営実績をそれぞれ「1」とカウ
ントできる理解で宜しいでしょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）
①～④の必須イベントを組み合わせて併催とす
ることも可能とする。

「①事業者との連携イベント 」については、②～④とは別の企画（②
～④以外のイベント）を実施することとします。
なお、それぞれを別の企画として、①～④を同日・同会場で併催とす
ることは可能です。
※併催：関連する別の催し物（企画）を同じ時期・場所で実施するこ
と。
【例】
・事業者と連携したセミナーのみ開催した場合
→④のみ該当
・事業者と連携したセミナー開催及び同日・同会場でセミナーに関連
した内容で事業者と連携したブースを出展
→①・④に該当（併催）

2 ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）のうち、
①事業者との連携イベント 及び ②大学生との連携イベン
ト は、単一企画が同時に両要件を満たすケースがあり得
ると考えますが、いかがでしょうか。また、その認識が正
の場合、両要件を同時に満たす単一企画を実施すること
で、①②の企画・運営実績をそれぞれ「1」とカウントで
きる理解で宜しいでしょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）
①～④の必須イベントを組み合わせて併催とす
ることも可能とする。

質問1の回答と同様です。

3 ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）のうち、
①事業者との連携イベント 及び ③MINECOOLAFT CHIBA
ワークショップ は、単一企画が同時に両要件を満たす
ケースがあり得ると考えますが、いかがでしょうか。ま
た、その認識が正の場合、両要件を同時に満たす単一企画
を実施することで、①③の企画・運営実績をそれぞれ
「1」とカウントできる理解で宜しいでしょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）
①～④の必須イベントを組み合わせて併催とす
ることも可能とする。

質問1の回答と同様です。



番号 質問 該当箇所 回答
4 ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント） と イ

啓発ブース出展等 は、併催可能と認識しておりますが、
例えば、県で出展予定の「県民の日中央行事」において、
出展ブースを1区画のみ使い、出展レイアウトを時間帯に
よって可変とし、特定の時間帯で ③MINECOOLAFT
CHIBA ワークショップ を開催し、それ以外の時間帯では
啓発ブースを運営するという運営を行なった場合、ア 連
携イベント等の開催（必須開催イベント）③
MINECOOLAFT CHIBA ワークショップ と イ 啓発ブー
ス出展等 の企画・運営実績をそれぞれ「1」とカウントで
きる理解で宜しいでしょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
イ 啓発ブース出展等
「ア 連携イベント等」①～④の必須イベントと
組み合わせて併催とすることを可能とする。

ご認識のとおりです。
同一区画で「ア③MINECOOLAFT CHIBA ワークショップ」と「イ啓
発ブースの出展」を時間を区切って異なる企画内容として実施する場
合、併催として扱い、ア③及びイをそれぞれ1回実施したものとしま
す。

5 イ 啓発ブース出展等 において、ご想定されている具体
的な啓発内容があれば、参考としてご教示下さい。例え
ば、(2)で規定されている「県民参加型キャンペーン」を
啓発する内容でも宜しいのでしょうか。
また、エ イベントに係る啓発資材等の制作等 にご記載
の通り、昨年までの事業活動を通じて採択事業者が活用で
きる資材がどのようなものか、可能な範囲で参考写真をご
提示頂けますと幸いです。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
イ 啓発ブース出展等
エ イベントに係る啓発資材等の制作等

啓発内容は、地球温暖化対策に対して、意識改革と行動変容を促す内
容としており、具体例の一つとして、県民が身近でできる省エネや適
応策の促進等を想定しています。「県民参加型キャンペーン」と連動
し、参加を促すことで行動変容につなげる内容とすることも可能で
す。
また、本事業で活用できる啓発資材については、仕様書末尾に別添
「物品リスト」として示していますので、こちらをご確認ください。

6 ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）のうち、
①事業者との連携イベント に記載されている「連携事業
者等」は、ウ 県内事業者との連携 における「県内事業
者等」とは定義が異なるもの（但し、連携する事業者に
よって一致する場合もありうる）という理解で宜しいで
しょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営
ア 連携イベント等の開催（必須開催イベント）
①事業者との連携イベント
ウ 県内事業者等との連携

「ウ県内事業者等との連携」の記載内容は、（１）イベントの企画・
運営の冒頭に記載の「県内事業者等（民間企業、スポーツチーム、大
学等を想定）と連携し、脱炭素型ライフスタイルの普及啓発及び機運
醸成を図るためのイベントを企画・運営すること（以下当該イベント
を「連携イベント」、連携する事業者等を「連携事業者等」とい
う。）。」の「連携事業者等」の選定方法等について示したものであ
り、「ア①事業者との連携イベント」に記載の「連携事業者等」と同
じ者を指しています。
なお、「県内事業者等」としていますが、事業所の所在等に関する要
件は設けておりませんので、訴求効果を鑑みてご選定ください。



番号 質問 該当箇所 回答
7 ウ 県内事業者との連携 の具体的な業務内容ですが、 ア

連携イベント等の開催（必須開催イベント） や イ 啓発
ブース出展等 において、ウ 県内事業者との連携 の要件
を満たす「県内事業者等」と連携し、ア・イの要件を満た
すイベントないし啓発ブースを企画・運営できれば良いと
いう理解で宜しいでしょうか。

仕様書 ７ 委託事業内容
（１）イベントの企画・運営

ご認識のとおりです。
質問6のとおり、「ウ県内事業者等との連携」の事業者は「連携事業
者等」を指しているため、ア・イで示すイベントを連携して実施する
ことを想定しています。


